
 

共済だより４月号折り込み『人間ドック検査医療機関・契約宿泊施設・遊園施設・リフレッシュ契約

施設一覧』綴じ込みの「宿泊・千葉県市町村職員共済組合契約施設利用券」、「遊園施設入園券」使用時

の注意事項について 

 

標記両券の記載事項において、既に保険証については廃止されておりますが、記載している箇所がご

ざいます（下記参照）。お詫び申し上げます。 

なお、両券については、そのままご使用いただけますが、対象者は組合員及びその被扶養者のみとな

ります。注意事項等をご確認のうえ、正しくご使用くださいますようお願いいたします。 

記 

①「宿泊・千葉県市町村職員共済組合契約施設利用券」…表面の利用者、被扶養者氏名箇所、下部に「（当

共済組合保険証所持者）」及び裏面上部に「（当共済組合の保険証をお持ちの方）」と記載 

   
② 「遊園施設入園券」…表面の利用者、被扶養者右横に「（当共済組合保険証所持者）」と記載 

  

見

本

見

本

お問い合わせ先 

担 当：福祉課厚生係 
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